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1 不安の抗弁権の明文化

不安の抗弁権を明文化すること

2 不安の抗弁権の位置づけ

①「先履行の合意」の効

力を剥奪するものとして、不安の抗弁権を位置づける立

場 ②自己の反対債権の保全という観点から、債務者

の不安の抗弁権を位置づける立場

引換給付判決

債権者の敗訴判決

基本方針では②の立場

3 不安の抗弁権の明文化の是非

契約当事者の信用力が著しく落ちたときまで

相手方に履行を強いる必要性は乏しい

要件を厳格に規定

4 不安の抗弁権の要件

具体

特別連載

民法（債権法）改正
の個別論点とその問題点Vol.9

Ⅰ 不安の抗弁権
民法改正問題特別委員会 委員　中 西 敏 彰
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Ⅱ-1 利益相反行為・代理権濫用
民法改正問題特別委員会 委員　長 澤 松 男

的な危険

不安の抗弁権

の要件は厳格に判断される必要がある

5 その他

1　不安の抗弁権の消滅

債権者が弁済の提供をした場合、

または相当の担保を提供した場合は消滅する

2　契約締結時に生じていた事情

1 基本方針の立場

利益相反行為一般的に禁止する規定

代理権の濫用
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特別連載
OBA MJ 民法（債権法）改正

の個別論点とその問題点 Vol.9

2 利益相反行為

1　要件

取引の安全を

重視するいわゆる形式説（外形説）

行為の外形

2　効果

本人は、自己に

対してその行為の効力が生じないことを主張できる

効果不帰属主張構成

3 代理権濫用

1　要件
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判例法

理を基本的に明文化 「法律行為をすることによ

り、その代理権を濫用した」と規定

2　効果

代理権濫用の場合は、そ

れ自体有権代理であるから、原則として行為の効果が

本人に帰属する 相手方の信頼を害さ

ない限りで、代理権濫用を理由に例外的に本人への効

果帰属を否定

4 他の類似の規定との関係

特別法
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1 はじめに

2 一部無効の他への影響

1　法律行為の条項の一部無効

法律行為や契約に含まれる特定の条

項の一部が無効となる場合、その部分のみが無効とな

るという原則

2　法律行為の一部無効

その一部が無効であるとすれば、

当事者がそのような法律行為・契約をしなかったで

あろうと合理的に考えられる場合には、法律行為や

契約全体が無効となるという規定

3　複数の法律行為の無効

複数の法律行為の間に密接

な関連性がある場合において、一つの法律行為が無効

Ⅱ-2 無効・取消
民法改正問題特別委員会 委員　奥 津 　 周
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となった場合に、当該法律行為が無効であるとすれば、

これと密接に関連する他の法律行為をしなかったであ

ろうと合理的に考えられる場合に、その法律行為も無

効となるという規定

3 追認について

1　追認の要件

追認権者が取消権を行使しうるこ

とを知った後

表意者の保護を手厚くするもの

2　法定追認

①履行の全部または一部

の受領があった場合、②担保の受領があった場合

に、追認したものとみなすという提案
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4 取消権の行使期間

追

認をすることができるときから3年間、行為のときか

ら10年間に取消をしないと取消権が消滅する

5 不当条項規制

1 基本方針の概要

①責任財産保全のために利

用される場合の債権者代位権（いわゆる「本来型の債権

者代位権」）と、非金銭債権の内容を実現するための手

段として利用される場合の債権者代位権（いわゆる「転

用型の債権者代位権」）の2類型を明示、②類型毎の制

度設計、③債権者の事実上の優先弁済を否定、④債務者

への通知制度の新設、⑤債権者代位訴訟の規定の新設

Ⅲ 債権者代位権（本来型）
民法改正問題特別委員会 委員　髙 尾 慎 一 郎
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2 本来型の債権者代位権の無資力要件

1

債務者の無資力要件

債務超過

2

3

3 本来型の債権者代位権における
債権者直接受領の可否

1

債務者による受領を原則と設定し、債

権者が直接給付請求できる場合を限定

2
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4 事実上の優先弁済の否定

1

債権者による

事実上の優先弁済を否定することを提案

2

5 本来型の債権者代位権の在り方

本来型の債権者代位制度は廃止すべきではないか
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1 はじめに

2 準委任の定義

当事者の一方（委任者）が

相手方（受任者）に対し、第三者との間で法律行為でな

い事務を行うことを委託する場合

3 忠実義務の新設

受任者の義務として受任者の忠実義

務

4 特殊の委任

媒介契約 取次契約 履行保証

契約を新設

5 媒介契約【3.2.10.19】

1　定義及び媒介者の基本的義務

媒介とは他人間の法律行為

が成立するように尽力する有償の準委任

2　仲立契約についての規定を定めない

Ⅳ 委任
民法改正問題特別委員会 委員　宇 仁 美 咲
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3　媒介契約と忠実義務

媒介者は委

託者に対して忠実義務を負う

4　媒介契約についての弁護士会の意見

6 取次契約、履行保証契約

1 一人計算が提案される背景

Ⅴ 一人計算
民法改正問題特別委員会 委員　久 保 陽 一
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2 一人計算の概念について

1　一人計算の意義

ある参加者（債権者）

が別の参加者（債務者）に対して債権を取得するこ

とが予想される場合に、予め当事者間で一人計算の

合意をし、集中決済機関となる計算人の承諾を得て

おくことで、債権者が債務者に対する債権を取得す

ると同時に、この債務者に対する債権が計算人に対

する債権と置き換わって消滅し、その代わりに計算

人が債務者に対して同内容の債権を取得するという

制度

CA

計算人X

B

一人計算実行

CA

計算人X

B



月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2010.6　35

特別連載
OBA MJ 民法（債権法）改正

の個別論点とその問題点 Vol.9

2　一人計算の要件・効果【3.1.3.37】～【3.1.3.39】

3　問題点

民法典への

導入の採否を含め、今後も注視していく必要がある


